『はばタン消費者ネット』構成員による
消費者問題に取り組む事業の募集について
１　目的
安全で安心な暮らしを送るためには、消費者自身が消費者問題に関する正しい知識を持ち、自分で判断・選択・行動できる「消費者力」を身につける必要がある。　

地域消費者ネット構成員である団体・グループの企画・運営による「消費者教室」を開催することで、県民に消費者力向上の機会を提供するとともに、団体・グループに活動の発表の場を提供することを目的とする。
２　内容　

　　消費者問題に関するテーマで広く県民を対象とする事業

・年代別に実施することも可能

・事業は、生活科学総合センター・地域生活科学センターとの共催

３　応募対象団体・グループ
「１年以上の活動実績がある」「５人以上」の団体・グループで「はばたん消費者ネットの会員」であること
４　募集数

　　７０団体・グループ程度
５　事業経費
　　１団体・グループあたり原則上限３万円まで県が負担
（対象経費）

　　　・講師等謝金（県の規定による） ・講師等旅費　　

　　　・印刷費等資料作成費、活動資材購入費　　・郵送料、通信費、会場使用料　等
　　　　
＊経費は生活科学センターが直接支払う。
　　　＊既に行っている事業の費用充当はできない。
６　申込・選考
○事業の実施を希望する団体・グループは、「企画書」を所属する地域消費者ネットの生活科学総合センター・生活科学センターに持参または郵送で提出する。

○生活科学総合センターは各生活科学センターに提出された企画書をとりまとめ、審査会を開催し、開催団体・グループを決定する。
【審査員】委員長：生活科学総合センター長

委　員：各生活科学センター所長、消費生活課長
